
 

学生の皆さま  保護者の皆さま 

 

本学の授業方針・大学運営について 

 

  昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが定まらない中、福岡県においては、緊急事態

宣言や、まん延防止等重点措置の発出がなされ、学生・保護者の皆さまにおかれては、様々な活動自粛要請に

より、不安な日々を送られていることと思います。 

このような環境下におきましても、本学として、学生の皆さんの安全確保と教育の機会の確保を両立できるよ

う、教職員一同で検討・努力をして参ります。 

学生・保護者の皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力の程、宜しくお願いいたします。 

 

以下に現時点での方針・状況等についてご報告いたします。 

  

１．授業方針、学生支援について 

    ・令和 3年度当初の授業方針として、学内における感染防止策を徹底した上で、授業の特性に応じて対面

式と遠隔授業を効率的に併用し実施していく旨の通知を掲載させていただいておりました。一方で、福岡県

において緊急事態宣言の再発出がなされ、また、宣言解除が行われた場合であっても感染者の増減を繰り

返すことが想定されています。このような状況を鑑み、学生の皆さんの安全確保、感染拡大防止の観点か

ら、また、感染状況都度の変更ではなく、中期的な基本方針に基づく授業対応の必要性から前期授業に関

しましては、原則として遠隔授業での実施とさせていただくことに致しました。 

    ・遠隔授業においても、教職員の遠隔授業に関する研修会等を通じ、適切な方法・指導等を講じることによ

り、対面授業と同等、又は同等以上の教育効果が得られるよう取り組んでおります。なお、授業の特性に応

じ、対面が必要と判断される授業（学内演習、少人数クラス等）につきましては、感染対策を十分に講じた上

で対面にて実施する場合があります。 

    ・実習については、できる限り臨地での実習が可能となるよう、聖マリア病院を始めとした実習施設と調整を

行っておりますが、卒業までの学修進度等も踏まえ、実習時期の変更の他、学内実習等も併用し実施する

場合があります。これらの措置については、コロナ禍の特例措置として、厚生労働省・文部科学省通知により

承認されておりますので、国家試験受験資格等にも影響はございません。なお、6月 21日より聖マリア病院

における実習の再開を予定しております。 

    ・後期に関しましては、前述の授業の特性に応じた対面式と遠隔授業の併用を前提としつつ、感染拡大状

況に応じ、適切な実施方法を学内で検討し、実施して参ります。 

・遠隔授業を実施する場合、ご自宅（又はアパート等）におけるインターネット環境が必須となります。保護者

の皆さまにおかれましては、ご自宅等におけるインターネット環境整備（パソコン・スマートフォン等におけるイ

ンターネット環境）へご協力いただければ幸いです。 

なお、ご自宅等にインターネット環境がない学生さんに対しては、学内への立入を制限している期間であ

っても、教育機会の均等を図るため学内Wifiの利用が可能ですので、お申し出ください。 



    ・学生の皆さんへの各支援につきましては、大学への登校が困難な状況にあっても、チューター教員、事務

職員、学生支援センター等により、オンライン・電話・メール等、様々な方法を活用し、学修、生活、メンタル、経

済、進路等の支援を実施しておりますので、ご遠慮なく、各担当窓口までお申し出ください。 

     

２．学納金の取扱いについて 

   本学では、昨年度、コロナ禍の初期緊急措置として遠隔授業環境支援を全学生宛に実施しました。その他、 

遠隔授業を円滑に行うための講義録画システム導入や AI体温サーモグラフィ設置など、教育環境も順次整 

備いたしました。緊急事態宣言下、やむを得ず遠隔での授業が主となっておりますが、それらの費用に加え、教 

材等の都度毎の送付料や感染防止対策に係る衛生資材の補填など、経常的な支出も増大しております。 

その原資となります学納金のうち、授業料につきましては、上記の通り学位の授与要件に定められた科目の 

  単位認定に際しては「対面」でも「遠隔」でも同等であり、その形態によって授業料が変わるものではなく、ま 

た、施設設備費につきましても、いわゆる利用料ではなく、施設設備を取得し、長期的に維持し、補修や更新さ 

せるための経費となっております。ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

なお、国の修学支援新制度や各種奨学金のご案内、学納金の延納・分納の手続きなどを支援しており、ま

た学則規定の納入期限の延長など柔軟に対応させていただいておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 

 

３．その他 

  上記の他、詳細の情報については、関係部署（教務部・学生部・事務部）からメール（office365）等にて、随

時お知らせいたします。 

 

一刻も早く、この危機を乗り越え、学生の皆さんと共に、キャンパスで学べる環境になることをお祈りします。 

 

 

                                                                            令和 3年 6月 

                                                            聖マリア学院大学 学長 井手 三郎 

 


